
登録冷凍空調基幹技能者講習事務規程運営要領 

 

平成２２年３月２５日制定 

（総則） 

第１条 この登録冷凍空調基幹技能者講習事務規程運営要領（以下「運営要領」という）は、登録冷凍空

調基幹技能者講習事務規程（以下「規程」という。）に基づき、事務処理及び手続きについて必要な

事項を定める。 

 

（様式） 

第２条 規程に規定されている「事務処理要領に規定する様式」は以下のとおり。 

（１）規程第１１条第２項に規定する「講習受講・受験願書」（様式１） 

（２）規程第１２条第４項に規定する「受講・受験票」（様式２） 

（３）規程第１４条第１項に規定する「再受験願書」（様式３） 

（４）規程第１４条第２項に規定する「再受験票」（様式４） 

（５）規程第２５条第２項に規定する「試験結果通知書」（様式５） 

（６）規程第２９条第５項に規定する「講習修了証再交付申請書」（様式６） 

（７）規程第３１条第１項に規定する「講習修了証更新申請書」（様式７）及び「追加実務経験証明

書」（様式８） 

 

（身分証明） 

第３条 規程第１１条第２項及び第１４条第１項に規定する「身分を証明する書面等」とは、以下の各号

のいずれかとする。 

（１）住民票 

（２）運転免許証の写し 

（３）マイナンバーカードの写し 

 

（受講・受験料の返還） 

第４条 規程第１３条第３項に規定する受講・受験料の返還に伴う手数料は以下に規定する。 

（１）規程第１３条第１項（１）の場合は、審査手数料の３,０００円と返還に係る費用 

（２）規程第１３条第１項（２）の場合は、０円 

（３）規程第１３条第１項（３）の場合は、講習テキスト代金等の費用として７,０００円と返還に

係る費用 

（４）規程第１３条第１項（４）の場合は、受講・受験票交付以前においては、（１）の金額。受講・

受験票の交付後においては、１０,０００円と返還に係る費用 

 

（再受験料の返還） 

第５条 規程第１５条第３項に規定する再受験料の返還に伴う手数料は以下に規定する。 

（１）規程第１５条第３項（１）の場合は、０円 

（２）規程第１５条第３項（２）の場合は、２,０００円と返還に係る費用 

（３）規程第１５条第３項（３）の場合は、５,０００円と返還に係る費用 

 

（講習の周知） 

第６条 認定委員会は、毎年度、規程第９条に規定する講習実施計画を作成すると同時に受講申込要領を

作成し、日設連のホームページや機関誌「冷凍空調設備」を通じて、広く周知する。 

２ 日設連は、講習の日程及び更新講習の日程について、ホームページと機関誌「冷凍空調設備」に

掲載する。 

 

 

（受講・受験票の携行） 

第７条 講習を受講・受験する者は、講習当日、必ず受講・受験票を携行しなければならない。忘れた場
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合は、受講・受験できない場合がある。 

２ 再受験する者は、受験当日、必ず受験票を携行しなければならない。忘れた場合は、受験できな

い場合がある。 

 

（テキストの送付等） 

第８条 講習で使用するテキストは、原則、事前に送付する。 

２ 講習を受講する者は、講習当日、テキストを持参する。 

３ 講習当日、テキストを忘れた場合は、講習会場でテキストを購入する。  

 

（有効期限満期の周知） 

第９条 日設連は、有効期限が迫った登録基幹技能者に対し、有効期限が切れる旨の連絡を有効期限４ヵ

月前までに行う。 

 

（更新） 

第 10 条 規程第３１条第２項の規定にかかわらず、下記の理由により更新ができなかった場合は、有効

期限後３ヵ月が過ぎても更新をすることができる。 

（１）長期にわたり、ケガや病気により入院されていた場合 

（２）長期にわたり、業務により海外転勤や出張により、日本国内にいなかった場合 

（３）その他やむを得ない理由による場合 

２ 前項の理由により更新を行う者は、病院や会社が証明する書面を提出しなければならない。 

 

（変更届） 

第11条 登録冷凍空調基幹技能者は、「講習受講・受験願書（様式１）」及び「更新申請書（様式７）」の

記載内容に変更があった場合は、速やかに「登録内容変更申請書（様式 10）」により、日設連事務

局まで変更を届け出るものとする。 

 

（改廃） 

第12条 本運営要領の改廃は、講習委員会の承認を得て行う。 

 

附則  

１ この運営要領は、平成２２年３月２６日から施行する。 

２ この運営要領は、令和２年８月２０日から施行する。 

３ この運営要領は、令和５年１月２４日から施行する。 

４ この運営要領は、令和８年２月４日から施行する。 


